
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税免税制度の改正に伴う注意点 

Ｑ：来年から消費税の免税制度が改正され

るそうですが、それに伴って何か注意してお

く必要はありますか？ 

 

Ａ：特定期間の給与等の支払額の合計額が

1,000万円を超えると課税事業者になります

ので、その点も考慮して、給与の額を決定す

るといいでしょう。 

【解説】 

平成23年度の税制改正で、消費税の免税事

業者の見直しが行われ、課税期間の基準期間

における課税売上高が1,000万円以下であっ

ても、当課税期間の前年の１月１日（法人の

場合は前事業年度開始の日）から６か月間の

課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税

期間は課税事業者となることとなっています。 

この場合、課税売上高に代えて、給与等支

払額の合計額により判定することもできるこ

ととなっています。 

この改正は、平成25年1月1日以後に開始す

る年又は事業年度から適用されますが、６か

月間の判定期間(特定期間)は、個人事業者の

場合はその年の前年(平成24年)の１月１日か

ら６月30日までの期間、法人の場合は、原則

として、その事業年度の前事業年度開始の日

以後６か月の期間となっています。したがっ

て、この期間の給与等支払額が1,000万円を超

えるかどうかで消費税の免税事業者になるか

どうかが決定しますので、給与の額は慎重に

決定するようにしましょう。なお、この給与

の額には、賞与等は含まれますが、非課税と

なる通勤手当などは含まれません。 
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